
近
江
商
人
の
登
生
と
そ
の
登
展
に
就
い
て
ω

幅
　
尾
　
猛
　
市
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
一
、

　
日
本
の
近
世
に
於
け
る
商
工
業
令
達
史
上
、
近
江
商
人
の
占
め
る
地
位
は
著
し
い
も
の
で
あ
り
、
延
い
て
同
期
に
於

け
る
國
民
生
活
の
物
質
的
向
上
に
勢
し
て
も
彼
等
が
大
な
る
關
與
を
爲
し
て
み
る
こ
と
は
否
定
出
來
な
い
。

　
徳
川
時
代
を
特
色
づ
け
て
る
る
商
工
業
の
脚
達
は
、
戦
國
時
代
に
於
け
る
そ
の
勃
興
氣
運
の
結
論
的
成
果
で
あ
る
こ

と
は
い
ふ
迄
も
な
い
が
、
商
工
業
を
か
く
助
長
せ
し
め
た
導
燈
的
原
因
は
、
國
内
の
統
一
と
、
そ
れ
か
ら
導
か
れ
る
全

國
的
交
萢
の
可
能
と
に
よ
っ
て
、
國
民
全
膿
の
融
合
せ
る
経
鼻
鼎
…
態
が
生
み
鵠
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
思
は
れ
る
。
即

ち
、
天
下
統
一
に
よ
っ
て
経
濟
機
構
、
殊
に
貨
幣
制
度
の
共
蓮
性
が
導
か
れ
、
交
通
の
自
由
に
よ
っ
て
諸
種
の
丈
化
、

殊
に
商
工
業
の
折
衝
、
融
合
、
普
及
等
が
行
は
れ
、
然
し
て
こ
れ
ら
は
相
抜
り
相
倹
っ
て
商
工
業
を
獲
蒸
せ
し
め
た
の

で
あ
る
Q

　
か
く
の
如
き
商
工
業
進
展
の
中
に
あ
っ
て
、
最
も
代
表
的
に
活
躍
し
だ
人
的
要
素
は
何
で
あ
る
か
と
い
へ
ば
、
そ
れ

は
萢
江
商
入
で
あ
る
。
近
江
商
人
の
活
躍
範
團
は
天
下
統
一
の
進
行
と
並
行
し
て
擾
製
し
た
如
く
で
あ
る
。
師
ち
彼
等

　
　
　
　
近
江
商
人
の
獲
生
と
そ
の
嚢
展
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
第
…
號
　
　
　
一
三
五

（135）



　
　
　
　
近
江
商
人
の
護
生
と
そ
の
嚢
展
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
ご
谷
　
第
一
號
　
　
一
三
六

の
諸
國
へ
の
進
展
は
織
田
信
長
の
開
所
豊
熟
に
負
ふ
所
で
あ
り
、
そ
の
全
備
的
活
動
は
早
く
も
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
繭

し
て
み
る
。
彼
等
は
上
方
に
生
産
さ
れ
て
、
し
か
も
諸
地
方
に
使
用
さ
れ
て
る
な
い
諸
々
の
商
品
を
携
へ
て
こ
れ
を
諸

國
に
普
及
せ
し
め
、
貨
幣
経
濟
の
登
達
と
地
方
文
化
の
向
上
に
撃
落
し
た
。
他
方
、
諸
國
の
物
産
を
青
磁
し
て
、
こ
れ

が
加
工
精
製
を
な
し
、
そ
の
需
要
擾
大
に
努
め
、
以
て
地
方
の
登
展
に
も
寄
黒
し
た
。
約
言
せ
ば
、
近
江
商
人
は
全
國

的
交
通
の
可
能
を
利
用
し
て
、
地
方
的
物
資
を
國
内
全
般
に
普
及
融
合
せ
し
め
、
國
民
需
濟
の
登
達
の
上
に
大
な
る
足

跡
を
印
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
　
篇
は
以
上
の
特
色
を
有
す
る
近
江
商
人
に
就
い
て
述
べ
む
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
全
面
的
に
こ
れ
が
關
明

を
試
み
む
と
す
・
も
の
で
な
い
・
と
歯
黒
で
あ
・
。
な
そ
の
塞
の
因
由
に
訂
す
・
懸
と
、
震
過
撃
示
す
岡

数
個
の
類
型
を
把
っ
て
、
こ
れ
が
研
究
を
爲
さ
む
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
、

　
近
江
商
人
の
登
生
を
考
察
す
る
に
當
っ
て
は
、
光
づ
第
一
に
、
何
故
近
江
國
が
商
人
の
淵
叢
と
な
っ
た
か
の
因
由
を

究
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
近
江
國
内
で
も
特
に
湖
東
中
郡
と
繕
せ
ら
れ
る
蒲
生
、
紳
崎
、
愛
知
の
諸
郡
に
主
と
し
て

こ
れ
が
登
生
し
た
理
由
等
も
併
せ
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
此
の
問
題
は
從
來
近
江
人
自
身
の
關
心
事
と
し
て
、
屡
々
論
せ
ら
れ
た
所
で
あ
る
が
、
思
ふ
に
そ
の
因
由
と
し
て

は
、
實
に
複
雑
な
る
も
の
が
介
在
し
、
そ
れ
ら
の
微
妙
な
綜
合
の
結
果
と
し
て
、
近
江
商
人
な
る
一
團
が
成
立
し
た
も



の
と
思
は
れ
る
。
以
下
今
日
迄
の
諸
説
を
も
参
照
し
つ
、
、
何
等
か
の
債
値
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
諸
條
件
を
箇
條
的
に

列
暴
し
よ
う
。

　
一
、
近
江
商
人
の
起
源
は
蹄
化
人
で
あ
っ
て
、
日
本
民
族
と
は
人
種
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
。

　
こ
れ
は
、
近
江
商
人
の
淵
源
を
遠
く
上
代
の
蹄
化
人
に
求
め
る
も
の
で
、
彼
等
の
商
業
を
螢
む
習
慣
が
連
綿
と
し
て

後
世
に
残
存
し
、
そ
れ
が
近
世
に
入
っ
て
大
活
動
を
始
め
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
此
の
説
は
近
江
の
郷
土
史
家
中
川
下

　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

三
氏
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
、
菅
野
和
太
郎
博
士
に
よ
っ
て
盛
に
唱
導
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
古
代
に
薫
化
入
が
近
江
國
に
多
数
住
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
は
否
定
出
來
な
い
。
日
本
書
紀
に
よ
っ
て
数
例
を
翠
げ
れ

ば
、
齊
明
天
皇
七
年
に
は
百
濟
暴
露
縞
信
の
賞
す
る
所
の
唐
俘
百
六
ロ
が
近
江
國
墾
田
に
居
ら
し
め
ら
れ
、
天
智
天
皇
　
吻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

四
年
二
月
に
は
百
歳
の
百
姓
四
百
除
人
畜
崎
郡
に
移
さ
れ
、
憂
い
て
同
五
年
十
月
に
は
百
濟
男
女
二
千
行
人
を
束
國
に

住
ま
し
め
ら
れ
、
更
に
同
八
年
に
は
佐
墨
書
自
信
、
佐
李
鬼
室
生
斯
等
男
女
七
百
徐
人
を
近
江
國
蒲
生
郡
に
移
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
を
遡
っ
て
は
、
垂
仁
紀
一
書
説
に
「
近
江
臼
蓋
、
呼
子
人
、
則
天
日
槍
之
二
人
也
」
と
あ
っ

て
、
蒲
生
郡
鏡
山
地
方
は
古
く
よ
り
朝
鮮
蹄
化
種
族
の
佳
し
た
と
こ
ろ
と
傳
へ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
、
現
に
其
地
方
に

は
多
数
の
古
塁
蛙
が
あ
っ
て
、
近
村
に
は
齋
血
管
土
器
が
至
る
所
に
散
布
し
て
み
る
。
ま
た
入
幡
町
大
字
宇
津
呂
に
は

呉
肚
（
現
今
公
営
八
幡
無
量
と
貢
す
）
が
あ
り
、
互
勢
忠
久
筆
と
傳
ふ
る
吉
士
長
丹
の
叢
論
を
古
く
は
属
し
て
み
た
。

長
野
は
孝
徳
紀
に
よ
れ
ば
、
奇
論
五
年
七
月
に
封
二
百
戸
を
給
ひ
、
姓
を
賜
っ
て
重
氏
と
爲
さ
れ
て
る
る
か
ら
、
叢
説

　
　
　
　
近
江
商
入
の
獲
血
と
浮
、
の
藩
士
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
第
二
＋
ご
巷
第
一
號
　
一
三
七



　
　
　
　
近
江
門
人
の
焚
血
と
そ
の
嚢
展
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
箪
二
十
二
巻
第
一
號
　
　
一
三
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
ま
た
蹄
化
入
に
關
係
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
長
丹
の
封
戸
の
人
民
の
氏
榊
で
あ
る
と
い
ふ
説
も
唱
へ
ら
れ
た
。

　
右
の
諸
例
は
何
れ
も
的
確
な
る
根
糠
に
よ
っ
て
、
湖
東
の
門
地
に
蹄
化
人
の
多
数
に
置
か
れ
た
こ
と
を
謹
明
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
實
際
に
重
て
は
、
記
録
外
に
住
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
が
、
寧
ろ
多
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
現
存
せ
る
姓
氏

や
地
名
、
或
は
紳
冠
二
等
か
ら
、
齢
化
種
族
に
よ
っ
た
と
思
は
れ
る
も
の
も
澤
山
あ
る
が
、
そ
れ
等
に
就
い
て
は
省
略

す
る
こ
と
に
す
る
O

　
彼
等
薫
化
人
は
古
代
日
本
人
よ
り
も
高
度
の
文
化
を
有
し
た
種
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
更
縷
述
す
る
必
要
も
な
い
。

ま
た
彼
等
は
書
道
、
薄
墨
、
商
業
に
も
長
じ
た
の
で
朝
廷
の
要
路
に
も
用
ひ
ら
れ
た
こ
と
は
著
名
で
あ
る
。
帥
ち
、
内

濠
馨
警
そ
の
撃
設
け
ら
れ
て
阿
智
篁
と
王
仁
・
れ
に
諸
語
大
飾
鑓
鷺
券
讐
れ
て
秦
婆
が
そ
圖

の
長
官
と
な
っ
た
。
か
く
て
爾
落
差
漢
ご
氏
を
し
て
、
内
字
大
吉
の
主
鋪
た
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
（
古
語
拾

遣
）
算
数
の
技
は
商
業
の
術
と
も
密
接
に
繋
が
る
も
の
で
、
商
業
方
面
で
は
、
欽
明
天
皇
に
寵
せ
ら
れ
た
秦
大
津
父
は
行

商
に
よ
っ
て
大
い
に
饒
舌
を
致
し
、
天
皇
の
践
柞
に
及
ん
で
大
漁
省
に
笄
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
例
も
あ
る
。
（
欽
明
前
紀
）

　
こ
の
楼
に
館
化
人
は
算
数
に
明
る
い
材
価
を
有
し
、
ま
た
從
っ
て
商
業
に
巧
妙
な
る
素
質
を
持
つ
た
こ
と
は
瞭
ら
か

で
あ
っ
て
、
彼
等
が
多
勢
に
近
江
國
に
置
か
れ
た
た
め
に
、
近
江
入
に
是
等
の
材
能
素
質
を
賦
與
す
る
こ
と
、
な
り
、

精
帥
的
苦
言
と
商
業
的
習
慣
の
残
存
に
よ
っ
て
、
近
江
國
に
醗
成
さ
れ
た
雰
團
氣
が
所
謂
近
江
商
人
な
る
團
膿
を
生
ん

だ
と
す
る
の
は
確
か
に
首
肯
さ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
然
し
、
近
江
商
入
の
起
原
を
専
ら
夜
長
人
に
求
め
て
、
他
の
諸



見
を
無
視
す
る
こ
と
に
癒
し
て
は
、
同
意
を
表
し
難
い
も
の
が
あ
り
、
吾
人
は
な
ほ
次
に
述
べ
る
所
の
地
理
的
還
境
及

び
歴
史
的
動
機
も
考
慮
に
容
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

　
二
、
近
江
の
位
置
が
東
海
、
中
仙
、
北
陸
の
諸
道
へ
の
分
岐
地
に
當
っ
て
、
東
日
本
全
部
を
そ
の
全
景
に
控
へ
、
且

　
　
　
っ
京
都
を
背
景
に
晶
狩
っ
て
み
る
こ
と
。

　
京
都
は
古
主
我
國
文
化
の
中
心
地
で
あ
る
。
地
方
の
物
産
の
最
も
多
く
需
要
さ
れ
る
の
も
こ
の
都
で
あ
れ
ば
、
ま
た

中
央
の
華
や
か
な
文
化
の
地
方
に
傳
適
し
て
行
く
の
も
こ
の
地
か
ら
で
あ
っ
た
。
い
は
や
京
都
は
日
本
の
心
臓
で
は
あ

る
が
、
地
方
物
資
を
集
め
、
中
央
文
化
を
散
す
る
運
般
人
は
長
袖
の
都
人
自
ら
で
あ
る
場
合
よ
り
、
諸
夏
の
地
方
人
で

あ
る
場
合
の
方
が
多
い
こ
と
は
今
更
い
ふ
迄
も
な
か
ら
う
。
然
し
、
特
に
商
工
業
に
限
定
し
て
考
へ
れ
ば
、
遠
隔
の
地

方
民
衆
が
商
業
的
素
質
を
持
0
に
至
る
の
は
遙
か
後
世
で
あ
っ
て
、
遜
る
意
昧
か
ら
は
、
最
近
世
に
入
っ
て
か
ら
だ
と

さ
へ
言
ひ
得
よ
う
。
從
っ
て
商
業
上
の
垂
幕
人
と
し
て
自
ら
そ
の
身
を
投
ず
る
も
の
が
都
人
に
非
ざ
る
限
り
は
、
他
の

都
市
民
衆
か
、
ま
た
は
商
工
業
が
あ
る
程
度
ま
で
獲
達
し
、
か
つ
京
都
の
塞
氣
に
も
接
鰯
し
て
み
る
三
軸
の
民
衆
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
、
る
意
昧
で
京
都
に
近
く
、
且
つ
東
日
本
へ
の
三
道
を
激
し
て
み
る
近
江
國
は
商
人
の
登
生
に
關

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

し
、
最
も
要
衝
の
地
理
を
占
め
て
み
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
西
日
本
は
如
何
と
眼
を
縛
す
れ
ば
、
こ
の
方
面
に
近
江
商
人
は
あ
ま
り
進
賭
し
て
み
な
い
。
こ
れ
は
主
と
し

て
地
理
上
の
關
係
か
ら
理
解
出
極
る
の
で
あ
る
が
、
な
ほ
西
日
本
は
東
日
本
に
比
較
し
て
、
古
來
よ
り
東
漸
す
る
大
陸

　
　
　
　
近
江
商
人
の
爽
生
と
そ
の
獲
展
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
一
三
九

（139）



　
　
　
　
近
江
商
人
の
獲
生
と
そ
の
獲
展
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
ご
巻
　
第
一
號
　
　
｝
四
〇

丈
化
の
影
響
を
各
時
代
に
於
て
多
く
受
容
し
て
み
る
た
め
に
、
文
化
の
程
度
も
高
く
、
商
業
も
あ
る
程
度
の
逆
撃
を
見

て
居
）
、
日
用
品
の
行
商
を
以
て
主
輪
ど
す
る
近
江
商
入
の
進
出
す
る
籐
地
が
少
か
っ
た
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
こ
れ

に
反
し
、
東
日
本
の
民
衆
は
中
世
期
ま
で
は
全
く
蒙
昧
で
あ
っ
て
、
近
世
期
に
入
っ
て
俄
か
に
開
明
に
向
ひ
、
上
方
の

生
活
襟
式
が
懐
く
取
容
れ
ら
れ
る
に
至
っ
た
た
め
に
、
徳
川
時
代
に
於
け
る
商
人
の
新
市
場
と
し
て
は
最
も
落
筆
な
舞

壷
で
あ
っ
た
。
近
江
國
は
實
に
こ
の
新
市
場
に
活
躍
す
る
商
人
を
生
む
上
に
悪
ま
れ
た
位
置
に
あ
る
謬
で
あ
る
。

　
近
江
商
人
に
次
い
で
世
に
喧
傳
さ
れ
た
の
は
伊
勢
商
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
近
江
の
そ
れ
の
如
く
に
振
は
な
か
っ
た

の
は
そ
の
地
理
的
不
利
に
よ
っ
て
自
ら
理
解
さ
れ
る
。
彼
等
は
東
海
道
殊
に
江
戸
方
面
に
限
ら
れ
た
活
躍
し
か
見
せ
て

み
な
い
の
高
慰
し
て
當
然
で
あ
・
。
な
ほ
晋
李
は
上
方
を
忠
と
し
て
近
江
萸
と
謝
踪
骨
壷
に
あ
・
播
圃

磨
商
人
が
著
聞
し
て
み
る
が
、
彼
等
は
上
方
と
結
合
し
て
主
と
し
て
西
に
活
躍
し
た
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
播
磨
の

地
理
的
關
係
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
る
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
三
、
近
江
國
に
於
け
る
農
業
の
不
安
定
で
あ
る
た
め
、
國
人
が
商
業
に
生
計
を
求
め
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
。

　
近
江
は
古
來
、
水
害
、
旱
害
に
屡
々
悩
ん
だ
國
で
あ
り
、
殊
に
湖
岸
地
方
に
鞭
て
こ
の
こ
と
は
著
し
か
っ
た
。
明
治

三
十
七
年
に
勢
多
川
に
洗
堰
が
設
け
ら
れ
て
よ
り
、
水
量
の
調
節
が
自
由
と
な
っ
て
、
最
早
水
害
の
虞
少
く
、
ま
た
近

年
に
入
っ
て
旱
天
に
は
湖
水
よ
り
動
力
機
を
以
て
灌
瀧
す
る
方
法
も
講
せ
ら
れ
て
旱
害
に
苦
む
こ
と
も
殆
ん
ど
な
い

が
、
明
治
時
代
以
前
に
は
水
旱
の
爾
害
を
受
け
る
機
會
が
書
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



　
近
江
が
他
の
地
方
よ
り
も
旱
害
に
情
む
原
因
は
古
來
禿
山
多
く
、
土
砂
の
流
出
が
多
量
で
あ
り
、
從
っ
て
磧
が
横
に

廣
く
襲
帯
し
、
或
は
土
砂
が
高
く
堆
積
し
て
川
床
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
み
る
と
い
ふ
現
象
か
ら
も
理
解
出
來
る
。
か

、
る
土
地
の
常
と
し
て
、
大
降
雨
に
倍
し
て
は
忽
ち
洪
水
の
被
害
を
免
が
れ
得
な
い
が
、
其
後
暫
ら
く
晴
天
が
績
け
ば
、

こ
れ
と
反
樹
に
染
紋
が
襲
嫁
す
る
の
を
例
と
す
る
。
爾
乞
の
行
事
な
ど
が
、
こ
の
地
方
で
は
以
前
は
非
常
に
伝
達
し
て
、

屡
々
且
っ
盛
大
に
行
は
れ
、
民
俗
學
上
の
立
場
か
ら
も
吾
人
の
二
心
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
邊
の
愚
息

を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。
勿
論
こ
の
國
で
は
河
川
が
枯
野
し
て
み
て
も
、
地
下
を
潜
っ
て
み
る
伏
流
が
あ
っ
て
、

田
地
は
そ
の
浸
潤
を
受
け
、
或
は
井
戸
を
掘
っ
て
灌
思
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
謝
す
る
期
待
さ
へ

も
望
め
雪
と
は
敢
て
珍
ら
し
垂
か
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閃

　
水
害
に
つ
い
て
は
一
時
的
な
洪
水
に
よ
っ
て
、
堤
防
の
決
壊
等
の
起
る
例
は
非
常
に
多
い
が
、
中
で
も
最
も
困
却
す

る
こ
と
は
、
湖
岸
地
方
だ
け
に
關
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
長
く
降
績
く
雨
に
よ
っ
て
、
湖
水
の
水
位
が
昂
ま
り
、
長

日
に
亙
っ
て
、
田
畑
や
住
居
が
浸
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治
二
十
九
年
の
水
害
は
そ
の
好
例
と
し
て
著
聞
さ
れ
て
ゐ

⑩
、

　
　
　
徳
川
時
代
を
通
じ
て
も
同
檬
の
こ
と
は
幾
度
も
繰
返
さ
れ
て
居
り
、
入
幡
町
當
局
に
て
謄
冷
せ
る
町
史
資
料
中

る
カ

に
多
数
そ
の
記
法
を
見
る
こ
と
が
出
趨
る
。
徳
川
末
期
に
就
い
て
い
へ
ば
、
丈
化
四
年
六
月
置
萬
次
元
年
五
月
、
慶
慮

四
年
五
月
等
何
れ
も
、
明
治
二
十
九
年
の
洪
水
と
同
稚
度
に
湖
岸
地
方
は
水
浸
り
の
状
況
を
示
し
田
作
皆
無
と
な
り
、
湖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

水
に
接
し
て
み
な
い
同
町
の
如
き
も
、
町
の
西
翠
部
は
昂
水
の
た
め
湖
水
の
駅
況
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
、
る
洪

　
　
　
　
近
江
商
人
の
焚
生
と
そ
の
獲
展
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
…
四
…



　
　
　
　
近
江
商
人
の
嚢
生
と
そ
の
童
謡
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
　
…
凶
こ

水
が
田
作
の
上
に
如
何
に
影
響
し
た
か
を
知
る
一
例
と
し
て
、
我
々
は
こ
、
に
蒲
生
郡
多
賀
村
（
現
下
幡
町
大
字
多
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
約
牢
部
）
の
免
定
を
暴
げ
だ
い
。

　
多
賀
村
の
免
定
は
元
和
入
獄
、
九
年
、
寛
永
十
年
、
十
三
年
と
あ
り
、
同
十
五
年
以
下
明
治
六
年
に
至
る
間
は
殆
ん

ど
完
全
に
揃
っ
て
み
る
Q
村
高
は
慶
長
芝
地
で
三
百
二
十
一
石
一
斗
五
升
で
あ
り
、
寛
文
十
年
か
ら
三
百
二
十
七
石
二

斗
一
升
入
合
と
増
し
、
年
貢
上
納
高
は
不
定
で
、
百
二
十
石
位
か
ら
百
七
入
十
石
を
納
め
る
の
が
例
で
あ
る
が
、
時
々

極
端
に
少
い
年
が
介
在
し
て
み
る
。
墾
考
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
中
六
十
石
以
下
の
年
を
次
に
畢
げ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
田

作
畢
村
皆
無
叉
は
そ
れ
に
近
く
、
畑
高
其
他
が
中
心
と
な
っ
て
み
る
如
く
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
　
寛
永
十
年
　
　
二
二
・
四
八
．
一
　
　
　
寛
文
九
年
　
　
四
四
・
二
三
〇
　
　
　
　
延
蜜
四
年
　
　
　
七
。
一
四
…
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
　
明
和
五
年
　
　
三
九
・
四
九
六
　
　
　
　
安
永
四
年
夏
　
五
六
よ
八
五
　
　
　
　
享
和
二
年
　
　
五
五
・
二
六
八

　
　
文
化
四
年
　
　
　
二
一
・
二
二
六
　
　
　
　
　
天
保
七
加
†
　
　
三
八
・
八
二
一
　
　
　
　
　
萬
延
｝
兀
L
牛
　
　
　
二
耐
四
・
五
〇
ご
一

　
　
明
仏
佃
一
兀
年
　
　
　
一
七
・
一
二
六
〇

　
右
の
中
享
和
二
年
以
後
の
は
悉
く
琵
琶
湖
溢
水
の
水
害
に
よ
る
結
果
で
あ
る
こ
と
が
、
他
の
日
記
類
の
記
録
に
照
合

し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
寛
永
十
年
は
不
明
、
寛
文
、
延
鏡
は
共
に
水
損
で
あ
り
、
た
や
、
明
和
、
安
永
は

無
植
付
に
よ
る
も
の
で
、
早
害
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
其
他
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
水
損
に
よ
る
害
は
敢
て
珍
し
く
な

く
、
延
寳
元
年
よ
）
元
畜
十
六
年
泡
の
比
較
的
詳
し
い
量
定
に
例
を
取
っ
て
云
へ
ば
、
こ
の
三
十
一
年
間
に
明
瞭
に
水



害
に
よ
っ
た
減
免
は
十
六
例
に
及
ん
で
み
る
。

　
農
業
に
生
活
を
托
す
る
こ
と
が
、
か
く
の
如
く
不
安
定
で
あ
る
結
果
と
し
て
、
國
人
に
農
を
傍
と
し
て
商
に
赴
く
も

の
を
多
く
登
生
せ
し
め
る
こ
と
は
観
易
き
萢
理
で
あ
る
。
鎌
倉
室
町
時
代
か
ら
早
く
も
商
人
の
根
糠
と
な
っ
た
得
珍
保

は
、
愛
知
川
を
分
流
せ
し
め
て
新
開
さ
れ
た
も
の
、
水
利
の
充
分
な
ら
ざ
る
土
地
と
す
べ
く
、
徳
川
時
代
北
海
道
の
漁

業
に
活
躍
し
た
愛
知
郡
の
湖
岸
薩
摩
柳
川
の
爾
村
は
村
域
狡
駐
に
し
て
低
地
で
あ
り
、
屡
々
水
害
を
受
け
て
天
恵
の
不

利
を
三
つ
た
と
思
は
れ
る
。
近
江
人
の
商
業
に
身
を
委
ね
る
こ
と
、
共
に
彼
等
に
於
け
る
蓄
財
の
里
塚
の
登
生
も
亦
、

こ
の
理
由
に
よ
る
所
が
大
き
い
。

呈
謬
た
三
項
の
因
由
が
、
近
江
更
笙
の
重
要
も
の
と
煮
べ
き
で
あ
ら
・
。
・
れ
ら
薯
代
の
人
的
圃

要
素
と
、
地
理
的
な
隣
境
と
の
二
者
に
大
別
す
べ
く
、
極
め
て
根
本
的
な
原
因
で
あ
り
、
あ
る
意
味
に
於
て
超
時
代
的
な

も
の
で
あ
る
と
も
い
ひ
う
る
。
從
っ
て
近
江
商
人
登
生
の
即
製
は
近
世
を
倹
た
す
し
て
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
ふ

近
江
聾
心
と
い
ふ
語
に
よ
っ
て
連
想
さ
れ
る
全
翰
墨
活
躍
の
始
ま
る
の
は
近
世
初
頭
か
ら
で
あ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば

何
故
に
近
世
に
彼
等
が
躍
…
濃
し
た
か
は
次
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
理
解
す
る
上
に
先
づ
中
世
の
近
江
商
人
に
就
い

て
そ
の
性
質
を
概
槻
し
て
置
き
た
い
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
4

　
距
世
の
近
江
に
は
市
が
登
達
し
て
み
た
。
文
獄
の
上
に
こ
れ
を
求
む
れ
ば
先
づ
源
李
盛
衰
記
十
九
「
佐
々
木
取
ゾ
馬
下

　
　
　
　
近
江
商
人
の
獲
座
と
そ
の
獲
展
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
＋
二
谷
第
一
號
　
一
四
三



　
　
　
　
近
江
商
人
の
獲
坐
と
そ
の
嚢
展
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
こ
十
二
巻
　
第
｝
號
　
　
｝
四
四

学
事
」
の
條
に
小
脇
の
八
日
半
が
表
は
れ
る
。
こ
れ
は
ム
ー
日
よ
く
人
の
知
れ
る
八
日
市
に
墨
黒
す
る
。
尤
も
こ
の
市
は

聖
徳
太
子
時
代
の
開
市
章
傅
へ
、
そ
の
古
き
こ
と
を
誇
っ
て
み
る
が
、
そ
の
里
馬
は
兎
も
角
と
し
て
藤
原
鎌
倉
の
過
渡

時
代
に
は
既
に
相
當
繁
昌
し
た
市
で
あ
っ
た
こ
と
は
孚
へ
な
い
。
盛
衰
記
の
話
は
栗
太
郡
の
紀
介
な
る
も
の
が
諸
種
の

商
品
買
入
れ
の
た
め
、
入
日
市
に
赴
き
つ
、
あ
る
が
、
買
入
る
べ
き
品
を
馬
の
脊
に
満
載
せ
ん
と
す
る
た
め
、
そ
の
疲

勢
を
恐
れ
て
、
馬
に
も
乗
ら
す
、
こ
れ
を
牽
い
て
歩
い
て
み
る
、
佐
々
木
高
綱
は
こ
れ
を
見
て
、
そ
の
馬
を
奪
取
し
て

東
に
下
向
、
頼
朝
に
面
接
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
わ
も
直
さ
す
、
諸
般
の
責
買
に
入
日
市
が
地
方
の
中
心

と
し
て
繁
昌
し
た
こ
と
を
示
し
て
み
る
。

市
の
盛
ん
な
・
と
編
國
の
一
醤
と
考
へ
・
気
畿
外
の
地
と
し
て
は
珍
ら
し
い
現
象
で
あ
っ
た
。
中
世
の
市
脚

場
の
名
残
り
と
し
て
今
日
に
そ
の
名
を
止
め
て
み
る
村
だ
け
で
も
、
甲
賀
郡
に
深
川
市
場
、
大
原
市
場
、
大
野
市
場
が

あ
）
、
野
洲
郡
に
今
市
、
市
三
宅
、
紳
崎
郡
に
八
日
市
、
愛
知
郡
愛
知
川
町
に
市
、
坂
田
郡
に
本
市
場
、
大
原
市
場
、

束
淺
井
郡
に
八
日
市
、
伊
香
郡
に
今
市
、
高
島
郡
に
朽
木
市
場
、
下
市
、
川
原
市
、
田
中
南
市
単
が
あ
る
Q
こ
れ
ら
は

村
の
語
に
よ
っ
て
表
は
さ
れ
る
聚
落
と
し
て
よ
り
も
市
の
開
催
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
結
果
そ
の
名
を
残
し
た
の
で
あ
る

が
、
其
他
多
数
の
諸
節
で
も
定
期
の
市
が
行
は
れ
た
如
く
で
あ
る
。
三
浦
博
士
は
室
町
時
代
の
文
書
記
銀
に
就
い
て
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

江
國
内
に
十
八
例
を
暴
げ
ら
れ
た
。

　
商
業
の
座
も
市
に
伴
っ
て
獲
達
し
、
山
門
の
庇
護
を
受
け
て
特
に
獲
達
し
た
所
謂
保
内
商
人
師
ち
得
珍
保
の
商
人
の



呉
服
座
な
ど
勢
力
が
あ
b
、
こ
れ
に
墨
抗
す
る
も
の
に
横
關
の
呉
服
座
も
あ
っ
て
、
爾
者
問
に
度
々
雫
ひ
を
齢
し
て
み

る
。
（
蒲
生
郡
中
野
村
今
堀
、
日
吉
紳
証
文
書
に
よ
る
。
）
徳
川
時
代
の
近
江
商
人
が
呉
服
を
以
て
主
な
る
業
態
晶
目
の

一
と
し
て
み
る
の
は
、
そ
の
由
る
所
の
古
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
Q
或
は
保
内
商
人
及
び
枝
村
の
馬
入
に
は
紙
座
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

大
山
崎
離
宮
入
構
宮
の
淋
人
と
な
っ
て
油
を
商
ふ
も
の
略
あ
っ
た
が
、
是
等
の
1
3
用
品
も
何
れ
も
後
世
の
近
江
商
人
の

螢
業
品
に
連
繋
し
て
み
る
。
ま
た
伯
樂
座
も
あ
っ
て
、
こ
れ
は
徳
川
時
代
の
近
江
商
人
に
は
綾
か
な
い
け
れ
ど
も
、

織
豊
時
代
に
連
絡
を
も
つ
こ
と
は
、
安
土
山
下
町
、
入
墨
山
下
町
に
共
に
土
蕃
町
の
設
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
知
ら
れ

⑨
る
。
其
外
璽
、
相
物
、
木
綿
等
も
盛
に
扱
は
れ
、
後
の
時
代
に
綾
い
て
る
る
。

近
芒
於
け
・
近
江
商
人
の
柔
的
特
色
で
あ
・
行
商
へ
窪
か
ら
盛
で
あ
っ
た
．
画
嚢
に
市
に
於
け
・
鍵
圃

の
み
な
ら
す
、
山
を
越
え
て
近
年
に
行
商
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
足
子
と
欝
せ
ら
れ
、
主
と
し
て
伊
勢
方

面
に
赴
い
た
の
で
あ
る
。
海
草
、
璽
等
百
十
色
の
商
人
た
る
足
子
百
四
十
唐
名
の
交
名
な
ど
も
残
存
し
て
行
商
の
旺
盛

な
り
し
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

　
足
子
と
い
ふ
語
と
共
に
山
越
商
人
な
る
用
語
も
あ
る
。
山
越
商
人
と
は
鈴
鹿
山
脈
の
諸
声
た
る
八
風
峠
、
千
草
越
等

に
よ
っ
て
伊
勢
地
方
に
行
商
す
る
も
の
を
い
ひ
、
彼
等
相
互
の
間
や
、
部
落
の
問
に
も
封
鎖
的
な
商
業
が
行
は
れ
た
。

例
へ
ば
文
懸
元
年
三
月
十
五
日
の
小
幡
商
人
の
契
約
駿
に
よ
れ
ば
、
近
江
商
人
と
伊
勢
商
人
と
の
間
に
訴
訟
が
起
っ
て

近
江
側
の
勝
に
館
し
た
け
れ
ど
も
、
訴
訟
餐
用
の
負
罐
に
つ
い
て
、
小
幡
商
人
は
そ
の
割
谷
額
を
支
出
し
な
い
代
り
に

　
　
　
　
近
江
商
人
の
獲
生
と
そ
の
獲
展
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
一
四
五



　
　
　
　
近
江
商
入
の
獲
生
と
そ
の
嚢
展
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
第
｝
號
　
　
｝
四
六

伊
勢
に
は
今
後
行
商
に
赴
か
な
い
こ
と
を
約
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
契
約
は
少
く
と
も
慮
永
末
年
迄
は
守
ら
れ
て

み
る
こ
と
か
ら
観
る
に
、
市
や
座
に
つ
い
て
の
み
な
ら
す
、
部
落
問
に
も
如
何
に
封
鎖
的
傳
統
的
な
商
業
が
行
は
れ
た

か
を
察
す
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
。
個
人
の
問
に
就
い
て
も
制
約
が
あ
っ
て
、
宙
越
商
人
か
ら
出
し
合
ふ
年
貢
銭
を
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

定
の
期
日
に
納
め
聾
者
に
呈
し
て
は
山
を
止
め
る
、
師
ち
山
越
・
商
専
権
を
取
上
げ
る
こ
と
を
記
せ
る
鰯
等
も
あ
る
。
、

　
其
他
市
や
座
業
も
夫
々
傳
統
を
奪
重
し
、
自
山
な
る
行
爲
が
排
斥
さ
れ
、
新
人
の
加
入
や
、
管
業
地
域
に
封
ず
る
制

限
が
あ
っ
た
こ
と
等
に
つ
、
い
て
は
・
今
更
此
庭
に
述
べ
る
迄
も
な
い
。

　
か
く
の
如
く
中
世
の
近
江
商
人
に
は
自
山
登
展
の
華
々
し
い
活
躍
が
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
肚
會
一
般
の
状
勢
の

然
ら
し
め
た
所
で
巳
む
蕎
な
い
・
と
で
あ
・
。
近
世
の
近
江
更
の
吾
塁
≦
新
・
れ
て
る
・
・
と
萱
・
鋤

れ
ら
中
世
の
近
江
商
人
が
血
族
的
に
直
ち
に
近
世
の
そ
れ
に
連
絡
す
る
こ
と
に
就
い
て
疑
問
を
挿
む
も
の
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
中
世
の
近
江
商
入
の
資
料
は
殆
ん
ど
湖
東
中
郡
ば
か
り
の
そ
れ
で
あ
り
、
地
域
的
に
近
世
の
そ

れ
に
】
致
し
て
み
る
。
ま
た
個
々
の
土
地
に
就
い
て
は
近
世
は
入
幡
、
日
野
、
五
箇
荘
を
三
大
中
心
と
す
る
が
、
五
箇

荘
は
中
世
よ
り
特
に
商
人
の
多
き
こ
と
が
目
立
っ
て
る
る
。
日
野
、
八
幡
ま
た
城
下
町
の
構
成
に
當
っ
て
は
、
湖
東
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

商
人
を
糾
合
し
た
の
で
あ
る
。
殊
に
豊
臣
秀
次
の
入
金
に
下
し
虎
掟
書
の
最
後
の
條
に
は
コ
、
在
々
所
々
諸
市
當
．
町

ぬ
可
一
一
相
引
一
事
」
と
あ
り
、
近
村
に
於
け
る
市
の
禁
せ
ら
れ
た
た
め
、
市
座
の
商
人
は
否
癒
な
ぐ
城
下
に
集
中
し
て
固

定
し
た
店
舗
を
設
け
る
商
入
に
縛
向
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
如
上
の
保
守
的
な
中
世
の
近
江
商
入
が
織
豊
時
代
に
入
っ
て
俄
然
面
目
を
一
新
し
て
進
取
的
と
な
る
の
は
何
故
で
あ

ら
う
か
。
こ
れ
は
一
言
を
以
て
表
現
す
れ
ば
、
織
豊
時
代
の
新
興
高
運
が
然
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
氣
運
な

る
も
の
は
、
諸
般
め
事
象
を
支
配
す
る
上
に
、
實
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
解
は
容
易
に
し
て
説
明
は
非
常

に
深
奥
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
吾
人
は
こ
の
時
代
に
表
は
れ
た
現
象
に
よ
っ
て
近
江
商
人
が
大
活
躍
を
始
め
る
に
至
る
具

膿
的
な
方
面
を
説
明
し
よ
う
。

　
［
、
織
田
信
長
の
關
所
屡
止
に
よ
っ
て
行
商
が
自
由
と
な
っ
た
こ
と
。

關
所
の
存
冬
芝
の
叢
が
、
行
商
姦
竃
商
人
の
醤
へ
の
雷
藁
む
・
と
は
い
垂
も
な
い
。
然
・
醐

に
信
長
は
永
線
十
二
年
伊
勢
の
諸
閣
を
黙
し
て
鷹
人
の
自
山
な
る
通
行
を
容
認
し
、
流
通
轟
轟
の
振
大
を
企
圃
し
た
。

信
長
公
記
に
は
「
如
露
諸
嬢
取
分
、
往
還
書
入
之
櫛
た
る
間
、
於
一
末
代
一
志
免
除
之
上
、
向
後
開
銭
不
レ
可
一
一
召
置
｝
の
旨
、

堅
被
ユ
仰
付
己
と
あ
り
、
信
長
の
意
の
那
邊
に
あ
る
か
を
知
る
に
足
る
。
彼
の
此
の
主
義
は
そ
の
勢
力
の
増
大
と
共
に

盆
々
振
充
さ
れ
、
天
正
三
年
に
は
越
後
、
天
正
十
年
に
は
甲
斐
、
信
濃
と
次
第
に
遠
方
に
産
所
の
磨
止
を
行
っ
た
○
豊

臣
秀
吉
ま
た
信
長
の
政
策
を
踏
襲
し
、
こ
れ
を
全
國
に
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

　
天
下
の
統
一
と
こ
れ
に
俘
ふ
關
所
の
磨
止
に
よ
っ
て
、
近
江
商
人
の
官
立
的
進
出
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
例
を
暴

げ
れ
ば
愛
知
郡
柳
川
村
の
建
部
重
武
及
び
そ
の
子
七
郎
右
衛
門
は
既
に
天
正
十
六
年
に
奥
朋
地
方
の
行
商
か
ら
進
ん
で

　
　
　
　
近
江
商
人
の
獲
蛮
と
そ
の
野
島
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
第
二
＋
二
谷
第
…
號
　
一
四
士



　
　
　
　
近
江
商
人
の
獲
止
と
そ
の
獲
展
に
弄
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
∴
號
　
　
　
…
四
入

松
前
に
渡
っ
た
と
傳
へ
ら
れ
、
入
幡
の
岡
田
彌
左
衛
門
ま
た
天
正
文
籐
の
頃
に
奥
朋
の
行
商
か
ら
進
ん
で
北
海
魅
に
商

業
し
た
と
い
は
れ
て
み
る
。
か
く
の
如
き
僻
遠
へ
の
行
商
が
早
く
も
始
つ
た
こ
と
は
信
長
の
爾
所
磨
止
と
そ
の
政
策
の

撰
充
が
大
い
に
與
っ
て
み
る
と
．
せ
ね
ば
な
ら
な
い
〇

　
二
、
近
江
國
に
於
て
特
に
盛
ん
な
樂
市
平
座
の
設
定
に
よ
っ
て
、
商
工
業
の
狡
逮
が
見
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
。

、
安
土
桃
山
時
代
に
於
て
、
市
座
の
古
法
を
打
破
す
る
傾
向
は
必
ず
し
も
全
課
一
般
に
煽
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

が
、
近
江
國
に
就
い
て
は
非
常
に
顯
著
な
現
象
と
し
て
表
は
れ
た
。
市
場
に
座
を
認
め
鎗
例
は
近
江
に
は
古
く
よ
り
あ

り
、
愛
知
川
南
宿
領
内
五
臓
市
は
量
器
三
十
四
年
十
二
月
十
一
日
の
源
員
定
の
書
釈
に
よ
れ
ば
、
往
古
よ
り
座
な
く
、

保
内
華
人
程
意
棊
て
聾
す
・
…
を
妨
げ
ξ
た
。
右
は
驚
二
鯉
例
で
あ
・
が
、
、
既
に
委
時
代
に
醐

佐
々
木
六
角
氏
歴
代
の
居
城
脇
窯
寺
山
の
城
下
石
寺
が
、
城
主
に
よ
っ
て
繁
榮
策
を
講
せ
ら
れ
て
、
早
く
も
樂
市
と
さ

れ
た
こ
と
は
注
目
を
彿
ふ
償
値
が
あ
る
。
こ
れ
が
樂
市
と
さ
れ
た
年
月
は
明
瞭
で
な
い
が
、
天
文
十
八
年
十
二
月
十
一

H
の
六
角
義
賢
奉
行
入
の
枝
村
惣
中
に
與
へ
た
下
知
状
（
日
吉
油
墨
正
書
）
に
石
寺
新
市
は
樂
市
で
あ
る
か
ら
、
枝
村

本
座
の
夢
人
以
外
の
者
の
紙
商
責
を
も
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
他
の
江
濃
の
諸
市
で
は
そ
の
座
を
認
め
、
熊
笹
の

も
の
、
帯
業
を
差
押
へ
る
こ
と
を
許
す
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
み
る
の
賦
城
下
町
に
於
け
る
魚
市
樂
座
の
先
行

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
新
興
の
意
氣
に
燃
え
た
信
長
が
、
劃
期
的
嫁
築
城
と
、
城
下
町
の
御
造
と
、
・
そ
れ
に
饗
す
る
新
施
政
を
行
っ
て
、
樂



市
に
よ
る
自
由
商
業
を
認
め
た
の
は
、
實
に
近
江
の
安
土
で
あ
っ
た
。
、
時
代
の
新
心
底
の
高
調
は
此
慮
よ
り
饗
し
、
近

世
に
於
け
る
商
工
業
の
量
的
登
達
と
資
本
主
義
的
黎
明
は
此
庭
よ
レ
始
つ
た
の
で
あ
る
Q
し
か
し
近
江
國
に
於
け
る
自

由
商
業
の
精
紳
は
軍
に
安
土
城
下
に
止
ら
す
、
他
の
多
く
の
諸
城
下
に
も
濃
っ
て
來
た
。
即
ち
天
正
十
年
蒲
生
氏
郷
は

日
野
城
下
に
写
し
．
天
正
十
一
年
淺
野
長
吉
は
坂
本
町
に
召
し
、
天
正
十
四
年
豊
臣
秀
次
は
入
幡
山
下
町
に
封
し
て
樂
．

市
を
認
め
た
。
天
正
前
後
の
時
代
に
於
て
か
く
多
数
に
樂
市
の
例
の
存
在
せ
る
こ
と
は
他
の
諸
地
方
に
見
ら
れ
な
い
現

象
で
あ
ら
う
。

　
安
土
桃
山
時
代
は
、
凡
ゆ
る
傳
統
を
超
越
し
、
束
縛
を
克
服
し
、
新
し
い
精
紳
の
横
諭
し
た
時
代
で
あ
る
が
、
商
工

業
も
・
れ
ら
の
風
姜
け
て
畠
薪
人
の
窺
を
認
め
、
生
嚢
び
取
引
の
量
需
上
が
あ
冬
営
機
の
盛
大
働

に
よ
つ
て
、
商
工
業
は
愈
々
登
展
に
五
つ
た
。
か
、
る
場
合
近
江
國
に
盛
ん
で
あ
っ
た
自
由
商
業
の
精
紳
を
帯
び
た
近

江
商
人
は
、
地
理
的
に
良
好
な
條
件
に
も
助
け
ら
れ
て
、
關
束
東
北
方
面
の
新
市
場
に
向
っ
て
進
出
し
た
の
で
あ
っ

た
。　

三
、
安
土
桃
山
時
代
に
於
け
る
領
主
の
慈
雨
に
よ
っ
て
、
城
下
町
の
衰
頽
す
る
結
果
、
行
商
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
。
・

　
商
業
獲
達
の
新
忠
心
に
乗
じ
て
聲
撫
せ
ら
れ
た
國
内
の
諸
富
の
城
下
町
が
屡
々
康
城
に
遇
っ
て
み
る
こ
と
は
最
後
に

注
目
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
城
下
の
商
入
に
し
て
、
城
主
や
武
士
と
の
相
互
依
存
の
關
係
に
よ
っ
て
結
合
し
て
み
た
も

の
は
、
か
く
の
如
き
場
合
に
生
活
難
を
來
す
の
は
當
然
で
あ
っ
た
。
さ
う
し
た
城
下
の
町
入
が
そ
の
た
め
に
行
商
に
縛

　
　
　
　
近
江
網
入
の
獲
止
と
そ
の
獲
展
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
…
十
二
巷
　
第
｝
號
　
　
一
四
九



　
　
　
　
近
江
商
人
の
．
獲
血
と
そ
の
獲
展
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
纂
ご
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
…
五
〇

向
し
て
新
し
い
活
路
を
登
見
せ
ん
と
す
る
⑳
は
當
然
で
あ
る
Q

　
安
土
山
下
町
は
天
正
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
螢
ま
れ
、
信
長
の
天
下
統
一
の
曙
光
に
大
い
に
そ
の
斎
串
を
期
待
さ

れ
て
る
た
が
、
天
正
十
年
六
月
二
日
信
長
の
非
業
の
最
期
が
あ
り
、
溶
い
て
同
十
五
日
町
の
大
孚
は
安
土
城
と
共
に
焼

亡
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
よ
b
信
雄
が
こ
の
城
に
住
し
た
け
れ
ど
も
昔
日
の
悌
は
最
早
失
せ
て
、
往
時
に
興
す
べ
く

も
な
く
、
残
る
町
は
可
成
り
混
飢
し
た
様
で
あ
わ
、
天
正
十
一
年
正
月
の
信
雄
の
掟
は
こ
れ
を
思
は
し
め
る
。
天
正
十

三
年
に
至
っ
て
入
幡
山
に
下
せ
ら
れ
た
偏
平
秀
次
は
安
土
町
に
湿
し
て
約
一
里
を
隔
て
た
入
梅
城
下
へ
の
引
越
を
命
じ

た
が
、
そ
れ
迄
に
町
民
の
中
に
は
行
商
に
轄
じ
た
も
の
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

日
野
は
蒲
隻
黍
歪
二
三
年
の
霧
疏
尼
し
た
城
下
町
と
考
へ
ら
れ
紹
定
斎
の
豊
郷
の
時
代
歪
士
あ

年
六
月
に
伊
勢
松
ケ
島
に
移
封
さ
れ
た
。
歴
代
領
主
に
封
ず
る
恩
義
槻
念
に
よ
っ
て
結
合
し
て
み
た
目
野
町
民
に
と
っ

て
、
こ
の
こ
と
は
非
常
な
衝
動
で
あ
っ
た
と
見
え
、
秀
吉
は
同
月
七
ヶ
條
の
掟
書
を
日
野
町
に
下
し
て
人
心
を
安
定
せ

　
　
　
　
　
⑭

し
め
む
と
し
た
Q
そ
の
内
容
は
喧
嘩
ロ
論
、
凱
暴
狼
籍
を
停
止
し
、
諸
役
を
免
除
し
、
町
人
を
し
て
前
々
の
如
く
居
住

せ
し
め
る
等
々
で
あ
っ
た
が
、
既
に
城
主
の
な
い
か
ら
に
は
、
そ
の
ま
、
で
は
町
の
衰
運
に
赴
く
べ
き
は
明
ら
か
で
あ
鴫

る
。

．
入
幡
は
天
正
十
三
年
閏
入
月
詣
柴
秀
次
が
秀
吉
か
ら
八
幡
山
二
十
萬
石
補
陸
の
大
名
の
領
地
を
加
へ
て
四
十
三
萬
石

に
封
せ
ら
れ
、
そ
の
城
下
町
と
し
て
安
土
町
を
こ
と
み
＼
く
移
轄
せ
も
め
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
安
土
町



民
は
更
生
の
首
途
を
八
幡
に
概
ふ
こ
と
、
な
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
僅
か
五
年
に
し
て
天
正
十
八
年
七
月
、
秀
次
は
小
田

原
役
の
功
に
よ
っ
て
、
尾
張
清
洲
城
百
萬
石
に
移
さ
れ
、
入
皇
城
に
は
京
極
高
次
が
二
萬
入
千
石
を
以
て
思
せ
ら
れ

た
。
こ
の
小
早
を
以
て
し
て
は
城
下
の
商
業
が
萎
帰
す
べ
き
は
當
然
で
あ
る
が
、
小
封
の
高
次
さ
へ
も
が
、
ま
た
五
年

に
し
て
翠
巌
四
年
大
津
城
六
萬
石
に
移
さ
れ
、
入
幡
は
こ
れ
よ
り
城
下
町
の
意
義
を
失
ひ
、
町
民
自
立
の
商
業
都
市
と

化
し
た
の
で
あ
る
。

　
城
主
に
よ
っ
て
新
た
に
人
爲
的
に
懸
造
さ
れ
た
城
下
町
は
、
主
と
し
て
從
來
の
市
塵
の
商
人
や
行
商
人
を
糾
合
し
、

こ
れ
に
加
る
に
其
他
の
新
人
を
も
以
て
し
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
當
時
と
し
て
は
目
新
し
い
固
定
店
舖
が
軒
を
列
べ
る
と

い
ふ
偉
槻
を
呈
し
だ
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
等
に
は
城
主
の
保
護
と
、
城
下
に
集
中
さ
れ
た
武
士
の
購
買
力
等
に
よ
っ
て

生
計
を
維
持
し
得
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
を
極
言
す
れ
ば
、
城
下
、
明
は
城
の
た
め
の
存
在
と
い
ふ
意
昧
の
限
り
で

は
、
城
の
附
属
物
で
あ
り
、
城
の
一
部
で
あ
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
城
主
が
去
っ
て
絡
へ
ば
、
そ
の
城
主
に
從
は
な
い

限
り
、
そ
の
町
は
町
民
相
互
の
…
七
夕
と
、
町
民
と
他
地
方
の
關
係
が
獲
る
ば
か
り
で
あ
る
○
居
城
に
よ
っ
て
町
民
が
そ

の
後
者
に
着
眼
し
、
早
業
遜
域
の
搬
大
の
た
め
、
再
び
古
の
動
い
て
商
ふ
商
人
に
薯
向
し
て
行
く
の
は
器
質
の
蹄
趨
で

あ
る
。
勿
論
城
下
町
時
代
に
は
行
商
人
が
な
い
と
い
ふ
の
で
は
な
い
が
、
此
庭
で
は
城
下
町
の
目
的
と
す
る
純
粋
な
る

も
の
一
郎
ち
そ
れ
が
城
主
や
武
士
と
相
互
依
存
に
立
つ
こ
と
一
に
適
ふ
町
人
に
就
い
て
問
題
と
し
て
み
る
の
で
あ

る
。
入
潮
及
び
日
野
が
近
江
商
人
の
根
側
地
と
な
っ
た
所
の
一
つ
の
原
因
は
磨
城
に
よ
る
悲
運
に
町
民
が
刺
戟
さ
れ
だ

　
　
　
　
近
江
商
人
の
獲
生
と
そ
の
筆
下
，
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
…
五
一

（　151　）



　
　
　
　
近
江
商
人
の
嚢
同
誌
そ
の
獲
主
賓
勲
黛
て
（
上
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簗
二
十
二
谷
　
第
一
號
．
　
　
一
五
二

こ
乏
に
あ
る
こ
と
は
否
定
出
來
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
反
っ
て
城
下
町
時
代
よ
り
も
去
勢
は
活
況
を
呈
す
、

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ほ
城
主
の
轄
封
と
關
為
し
て
近
江
商
入
の
束
國
に
於
け
る
活
躍
を
考
ふ
べ
き
問
題
が
あ
る
。
師
ち
そ
れ
は
城
主
の

移
さ
れ
た
所
の
城
下
に
一
部
の
町
民
も
共
に
移
住
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
女
心
領
の
人
民
が
城
主
の
新
た
に
封
ぜ
ら
れ

た
地
方
に
商
業
に
赴
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
例
は
日
野
及
び
そ
の
近
在
の
商
人
に
就
い
て
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

　
天
正
十
二
年
氏
郷
の
伊
勢
松
ケ
島
に
移
封
さ
れ
た
と
き
、
秀
吉
の
a
野
町
中
に
下
し
た
掟
書
の
第
三
條
に

　
一
、
町
人
之
儀
者
、
如
密
々
一
可
二
居
住
百
選
他
所
に
命
甦
散
一
面
、
可
レ
爲
二
曲
事
桓
松
賀
島
レ
2
於
塁
壁
一
書
、
不
レ
三
二
沙
汰
一
事

と
あ
っ
て
、
町
民
の
毒
す
・
・
と
姦
じ
幾
秀
吉
繕
生
氏
霧
の
轟
玄
義
馨
し
て
、
町
民
が
三
郷
の
隅

城
下
に
参
す
る
こ
と
だ
け
は
黙
認
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
日
野
商
人
の
一
部
は
伊
勢
國
に
分
裂
し
て
此
虚
を
根
城
と

し
た
が
、
こ
れ
郎
ち
近
江
商
人
の
進
展
に
外
な
ら
な
い
Q
氏
郷
は
其
後
、
同
十
六
年
城
及
び
城
下
を
松
坂
に
移
し
、
そ

の
大
手
前
に
は
日
野
町
を
置
い
て
、
日
野
串
身
者
を
住
ま
し
め
、
日
野
商
人
を
優
遇
し
た
の
は
、
あ
た
か
も
武
士
に
封

ず
る
如
き
恩
顧
と
主
計
の
關
係
を
意
識
し
た
か
ら
で
あ
り
、
町
民
も
亦
そ
の
徳
を
慕
っ
た
か
ら
で
あ
る
Q

　
こ
の
事
か
ら
察
し
て
、
其
後
聞
も
な
く
天
正
十
八
年
、
望
郷
が
會
津
百
萬
石
に
思
せ
ら
る
、
や
、
日
野
及
び
松
坂
の

思
入
に
し
て
こ
の
方
面
に
進
出
し
た
も
の
の
あ
る
の
は
當
然
で
あ
る
Q
帥
ち
若
松
城
下
の
櫃
要
部
に
、
ま
た
日
野
町
が

設
け
ら
れ
た
こ
乏
は
こ
れ
を
示
し
て
み
る
。
（
寛
永
四
年
甲
賀
町
と
改
む
）
或
は
移
住
し
な
く
と
も
、
日
野
町
及
び
近
在



の
蒲
生
奮
領
民
が
、
主
君
や
武
士
に
頼
っ
て
長
腎
に
商
業
に
赴
く
に
至
る
の
は
野
阜
で
あ
り
、
蒲
生
氏
も
ま
た
こ
れ
を

迎
へ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
關
す
る
零
細
な
例
で
あ
る
が
、
豊
津
塗
の
如
き
は
日
野
塗
の
職
人
を
氏
郷
が
招
致
し

て
製
造
せ
し
め
た
．
産
業
で
あ
る
と
傳
へ
ら
れ
て
居
る
。
ま
た
近
江
出
身
の
鐵
炮
工
岡
勘
左
衛
門
は
そ
の
城
下
に
住
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
、
鋳
砲
に
巧
み
で
あ
っ
た
。

　
な
ほ
豊
郷
の
子
秀
行
、
孫
忠
郷
は
共
に
日
野
の
綿
向
前
轍
に
修
理
料
を
寄
附
し
、
忠
郷
は
ま
た
そ
の
江
戸
邸
に
將
軍

を
迎
ふ
べ
く
、
こ
れ
を
修
覆
す
る
の
に
日
野
よ
り
人
夫
を
召
寄
せ
た
り
し
て
み
る
こ
と
か
ら
考
へ
る
と
、
日
野
商
人
の

東
岳
に
活
躍
し
た
理
由
も
自
ら
判
断
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
日
野
町
氏
の
近
世
初
期
に
於
け
る
遠
征
的
行
商
は
主
と
し

陰
野
肇
持
下
っ
た
あ
価
、
普
導
は
・
満
更
は
徳
川
中
期
一
興
っ
て
酒
造
塞
妻
し
た
と
い
は
れ
高

が
、
そ
の
様
に
新
し
い
も
の
で
は
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
の
三
項
が
近
世
に
近
江
商
人
の
大
飛
躍
を
な
し
た
直
接
動
機
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
從
來
は
常

識
的
に
近
江
商
入
活
躍
の
原
因
と
し
て
、
近
世
に
於
け
る
領
主
の
謙
求
の
激
し
か
っ
た
こ
と
を
云
々
す
る
が
、
近
江
國

に
限
っ
て
謙
求
が
他
國
よ
り
甚
し
い
謹
明
を
す
る
こ
と
は
膵
管
な
い
。
た
や
以
上
述
べ
た
如
一
に
、
近
江
人
に
商
人
化

的
傾
向
が
存
在
せ
る
た
め
に
、
近
世
領
主
の
諒
求
に
刺
載
さ
れ
る
場
合
は
、
他
地
方
に
比
し
て
遙
か
に
容
易
に
彼
等
は

農
を
捨
て
、
、
商
に
轄
じ
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
云
ふ
。

　
入
種
的
．
地
理
的
環
境
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
近
江
の
商
人
は
歴
史
的
な
刺
戟
を
動
因
と
し
て
、
近
世
の
商
業
界
に
雄

　
　
　
　
近
江
商
人
の
獲
融
融
そ
の
獲
展
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
と
十
ご
巷
　
第
｝
「
號
　
　
一
五
三



　　飛
　s　L．

＠＠　4t 　
　
近
江
商
人
の
獲
生
と
そ
の
獲
展
に
就
い
て
、
（
上
）

各
地
に
於
い
て
そ
の
商
椹
を
握
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

＠＠　〈As）　＠＠　（ll）　＠＠＠＠＠＠＠＠

（
未
完
）

第
ご
十
二
奮
　
第
一
號

一
五
四

「
蒲
生
郡
志
」
巷
五
ノ
五
四
一
頁

「
近
江
商
人
の
起
源
」
（
経
理
論
叢
第
二
十
六
谷
第
六
號
）
　
「
八
日
市
の
起
源
と
蹄
化
人
」
（
岡
第
二
十
五
巷
第
三
號
）
　
「
我
侭
商
工
階
級
と
麟

化
人
し
（
経
濟
史
研
究
第
二
十
九
號
）
等

「
考
古
叢
譜
」
巻
四
（
黒
川
眞
頼
杢
集
第
一
ノ
一
一
七
頁
）

琵
琶
湖
治
水
會
獲
行
「
琵
琶
湖
治
水
滑
革
誌
」
附
圃
塗
照

「
滋
賀
縣
八
幡
町
吏
綱
要
」
一
…
三
－
七
頁

滋
賀
縣
八
幡
町
大
字
多
賀
共
有
丈
書

三
浦
周
行
博
士
「
法
制
史
之
研
究
」
入
七
六
頁

大
山
崎
離
富
入
幡
宮
丈
書

安
土
村
大
字
常
樂
寺
に
1
1
博
輪
廓
町
が
あ
り
、
入
幡
町
に
匡
体
勢
町
元
、
博
勢
町
申
、
博
勢
町
上
の
大
字
が
あ
る
。

以
上
ほ
何
れ
も
蒲
盈
郡
申
野
村
今
堀
、
日
吉
竿
燈
交
書
に
よ
る
〇
三
浦
博
士
「
法
制
史
之
研
究
」
入
七
二
i
八
九
八
頁
、
「
蒲
生
郡
志
」
巷
五
等

参
照

入
幡
町
共
有
、
朧
臣
秀
次
八
幡
山
下
町
掟
書
（
滋
賀
縣
無
電
五
巻
三
入
○
頁
、
蒲
生
郡
志
巷
三
ノ
六
五
〇
頁
、
前
出
町
史
綱
要
圖
版
等
所
牧
）

入
幡
町
共
有
、
畿
配
信
長
安
土
山
下
町
掟
書
（
滋
賀
素
魚
第
三
巻
十
四
圖
、
第
五
巷
三
三
九
頁
、
蒲
生
郡
三
豊
三
ノ
四
〇
三
頁
、
近
江
商
人
事

続
寓
眞
帖
上
巻
第
四
入
圃
等
所
牧
）

「
近
江
日
野
町
志
し
巻
上
ノ
［
七
入
頁

厩
野
町
へ
西
田
先
兵
脚
捌
氏
保
管
山
又
書
（
近
江
日
聯
門
島
遜
ゆ
巻
上
、
五
三
山
ハ
頁
圖
版
）

「
會
津
奮
事
難
考
」
入
に
よ
る

「
蒲
生
螺
志
」
巷
五
ノ
五
〇
九
頁

（エ54）


